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き

　
守
田
雪
乎
（
一
八
四
二
年
～
一
九
〇
七
年
）
の
記
念
碑
は
、
村
塾
を
開
い
た
氏
の
恩
に
報
い
る
べ
く
、
氏
没
後
、
氏
の
門
下
生
に
よ
り
建
立
・

寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
現
在
、
福
岡
市
南
区
大
橋
に
、
守
田
雪
乎
夫
人
（
守
田
政
子
）
の
記
念
碑
と
合
わ
せ
て
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
福
岡
に
現
存
す
る
二
つ
の
記
念
碑
が
将
来
に
渡
っ
て
永
久
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
の
時
代
、
困
難
も
予
想
さ
れ
、
こ
の
度
、

雪
乎
の
曾
孫
で
あ
る
私
、
久
我
文
子
（
旧
姓 

守
田
）
は
、
同
記
念
碑
に
関
す
る
史
料
を
一
つ
に
纏
め
、
公
的
機
関
で
の
保
存
を
通
じ
、
ほ
ぼ
永
久

的
に
史
料
と
し
て
残
す
こ
と
に
よ
り
、
記
念
碑
の
建
立
に
尽
力
さ
れ
た
門
人
並
び
に
多
く
の
関
係
者
の
方
々
の
努
力
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
現
在
、
雪
乎
氏
没
後
、
既
に
百
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
氏
が
生
ま
れ
育
て
ら
れ
た
讃
井
家
（
江
戸
赤
坂
溜
池
）

に
つ
き
ま
し
て
は
、
詳
細
は
不
明
の
ま
ま
で
す
。
一
方
、
雪
乎
氏
を
養
子
と
し
て
迎
え
た
守
田
家
は
福
岡
・
黒
田
藩
に
仕
え
、
守
田
家
に
伝
わ
る

過
去
帳
に
よ
り
、
雪
乎
氏
の
時
代
か
ら
更
に
百
年
ほ
ど
守
田
家
の
先
祖
を
辿
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
氏
の
記
念
碑
は
、
そ
の
上
部
か
ら
、
題
額
（
守
田
先
生
の
碑
）、
碑
文
並
び
に
奉
納
者
名
か
ら
構
成
さ
れ
、
題
額
は
、
当
時
の
福
岡
県
知
事
・
寺

原
長
輝
氏
に
よ
り
、
ま
た
、
碑
文
は
水
野
疎
梅
氏
の
撰
・
書
に
よ
る
こ
と
が
、
横
田
恭
三
氏
の
著
書
、「
水
野
疎
梅
と
福
岡
の
碑
誌
」（
跡
見
学
園

女
子
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
六
号
　
二
〇
〇
三
年
三
月
十
五
日
）
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
（
史
料
六
）。

　
ま
た
、「
南
区
ふ
る
さ
と
」（
福
岡
市
南
区
民
俗
文
化
財
保
存
会
編
集
／
平
成
四
年
十
月
十
六
日
）
に
は
、
守
田
雪
乎
夫
人
・
マ
サ
（
諱
：
政
子
）

の
石
碑
題
額
は
陸
軍
中
将
従
三
位
勲
一
等
功
二
級
　
白
水
淡
、
撰
　
宮
崎
繁
、
書
　
松
浦
到
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
（
史
料
八
）。

　
碑
文
で
は
、雪
乎
氏
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
年
）、江
戸
赤
坂
溜
池
の
地
で
、讃
井
家
に
生
ま
れ
、万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）、守
田
家
を
継
ぎ
、



福
岡
藩
の
士
族
と
し
て
、
更
に
、
県
の
役
人
等
の
公
職
を
果
た
し
、
退
職
後
、
村
塾
で
学
問
を
、
ま
た
、
夫
人
は
子
女
に
裁
縫
を
教
え
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
十
月
の
氏
没
後
か
ら
門
下
生
に
よ
る
建
碑
の
計
画
が
進
め
ら
れ
、明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）

十
一
月
に
建
碑
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　
守
田
氏
は
筑
前
福
岡
（
筑
前
國
那
珂
郡
三
宅
村
）
の
人
で
、
代
々
黒
田
候
に
仕
え
、
マ
サ
の
父
、
稱
左
衛
門
は
江
戸
に
居
住
し
、
松
村
軍
治
の

娘
を
娶
り
、
三
男
一
女
（
守
田
肇
、
守
田
マ
サ
、
童
子
二
名
）
を
も
う
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
男
子
二
名
に
加
え
、
肇
が
万
延
元
年
、

十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
讃
井
家
よ
り
養
子
（
雪
乎
氏
）
を
迎
え
、
そ
の
後
、
万
延
三
年
、
福
岡
に
帰
藩
し
て
い
ま
す
。

　
守
田
雪
乎
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
に
守
田
家
の
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
で
い
う
大
学
一
年
生
の
年
頃
に
あ
た
り
、
二
〇

歳
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
江
戸
か
ら
福
岡
へ
転
居
、
二
十
代
半
ば
に
は
明
治
と
い
う
新
時
代
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
三
十
代
初
め
に
は
当

時
の
第
十
三
大
区
・
十
六
小
区
の
戸
長
を
、
三
〇
代
半
ば
に
は
福
岡
県
議
員
選
挙
に
出
て
、
第
八
大
区
三
名
の
議
員
の
一
人
と
し
て
選
出
さ
れ
て

い
ま
す
（
史
料
三
、四
、五
）。
第
十
三
大
区
戸
長
時
代
の
活
躍
ぶ
り
は
、
福
岡
日
日
新
聞
に
明
治
三
〇
年
（
五
〇
歳
を
過
ぎ
た
頃
）
に
連
載
さ
れ
た

竹
槍
日
記
二
二
（
史
料
二
）
に
も
そ
の
名
を
留
め
て
い
ま
す
。
最
も
多
感
な
時
に
自
由
民
権
運
動
の
大
き
な
う
ね
り
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
た

雪
乎
の
高
揚
感
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
雪
乎
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
年
）
に
は
職
を
辞
し
て
い
ま
す
が
、四
十
代
初
め
で
あ
り
、そ
の
後
、

村
民
の
教
育
に
力
を
注
い
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
上
、
守
田
雪
乎
の
足
跡
を
駆
け
足
で
見
て
参
り
ま
し
た
。
数
百
人
と
い
わ
れ
る
門
人
に
慕
わ
れ
つ
つ
こ
の
世
を
去
っ
た
守
田
雪
乎
並
び
に
そ

の
妻
マ
サ
の
記
念
碑
が
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
人
々
の
心
に
残
り
、
愛
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
今
回
使
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
史
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
時
の
時
代
背
景
並
び
に
関
係
す
る
方
々
の
思
い
を
よ
り
強
く
反
映
す
る
た
め
、
出

典
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
原
著
の
写
し
を
添
付
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。



　
ま
た
、
守
田
雪
乎
並
び
に
守
田
マ
サ
の
記
念
碑
に
関
し
ま
す
史
料
の
収
集
、
過
去
帳
の
読
み
解
き
、
製
本
化
に
多
大
な
ご
尽
力
を
戴
き
ま
し
た

株
式
会
社
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ブ
ル
ー
代
表
取
締
役
秦
政
雄
氏
に
、
こ
の
場
を
借
り
ま
し
て
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
回
の
製
本
化
に
当
た
り
、
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
私
の
娘
、
久
我
朋
子
（
武
蔵
野
美
術
大
卒
）
に
依
る
も
の
で
す
。
六
六
歳
と
い
う
、
ま
も

な
く
古
希
を
迎
え
る
年
齢
で
あ
っ
た
雪
乎
の
為
、
紫
を
基
調
と
し
た
色
合
で
、
守
田
家
の
家
紋
（
五
瓜
に
剣
片
喰
）
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

　
尚
、
令
和
二
年
三
月
十
一
日
は
私
の
父
、
勝
栄
（
雪
乎
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
）
の
七
回
忌
で
も
あ
り
、
勝
栄
も
ま
た
、
こ
の
編
集
事
業
の
こ
と

を
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
三
月

久
我
　
文
子
（
旧
姓 

守
田
）
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【
史
料
一
】
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
（
編
集
／
福
岡
地
方
史
研
究
会　

出
版
／
海
鳥
社　

一
九
九
六
年
六
月
）

　

は
じ
め
に
、
同
史
料
六
六
二
頁
（
本
書
十
頁
）
に
雪
乎
氏
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

同
史
料
は
、
福
岡
藩
士
の
「
名
簿
」
で
あ
る
分
限
帳
を
慶
長
か
ら
明
治
期
ま
で
、
各
時
代
に
わ
た
り
集
成
し
た
も
の
で
、
近
世
史
研
究
に
必
携
の
根
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
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　「
斉
清
」
と
は
筑
前
福
岡
藩
の
第
十
代
藩
主
・
黒
田
斉
清
（
く
ろ
だ 

な
り
き
よ
）。

　「
御
切
米
」
と
は
、
江
戸
時
代
の
俸
禄
の
一
種
で
、
主
君
の
蔵
米
の
う
ち
か
ら
春
、
夏
、
冬
の
三
回
に
分
け
て
与
え
ら
れ
た
も
の
。

一
方
、「
扶
持
」
と
は
、
所
領
を
米
に
換
算
す
る
方
法
で
、
特
に
蔵
米
取
に
対
し
て
行
わ
れ
た
給
与
方
法
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
一
人
一
日
五
合
の

食
糧
を
標
準 (

一
人
扶
持
と
呼
ぶ) 
に
一
年
間
分
を
米
や
金
で
与
え
る
方
法
が
普
通
で
、
下
級
の
旗
本
、
御
家
人
、
諸
藩
で
は
下
級
武
士
に
、
身
分

に
応
じ
て
何
人
扶
持
と
定
め
て
、
広
く
行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
福
岡
藩
に
は
藩
主
の
次
に
家
老
、
中
老
、
大
組
、
馬
廻
組
、
無
足
組
、
城
代
組
、
足
軽
と
い
う
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
雪
乎
氏
は

藩
主
に
お
目
見
え
で
き
る
「
城
代
組
」
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
藩
主
は
知
事
、
家
老
が
副
知
事
、
大
組
は
部
長
、
馬
廻
組

は
課
長
、
無
足
組
は
係
長
、
城
代
組
は
主
査
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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【
史
料
二
】
竹
槍
日
記
（
福
岡
日
日
新
聞
／
現
在
の
西
日
本
新
聞　

一
八
九
七
年
九
月
十
九
日
）

　

次
に
、
明
治
三
〇
年
に
福
岡
日
日
新
聞
で
連
載
さ
れ
た
「
竹
槍
日
記
」
の
第
二
二
回
目
に
雪
乎
氏
が
登
場
す
る
。
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竹
槍
日
記
（
廿
二
）　
宗
像
散
人

△
時
枝
権
典
事
、
乱
勢
を
砲
撃
す

　　
爰
に
権
典
事
時
枝
明
な
る
人
あ
り
。
旧
福
岡
藩
士
に
し
て
文
を
修
め
武
を
講
じ
、
殊
に
経
済
の
調
理
に
富
み
、
曾
て
乱
麻
の
如
く
紛
擾
せ
し
旧

藩
の
会
計
を
整
理
し
、
擢
（
ぬ
き
ん
で
）
ら
れ
て
権
典
事
と
な
り
会
計
事
務
を
主
宰
し
、
旧
藩
屈
指
の
人
物
た
り
。

　　
一
揆
蜂
起
の
砌
よ
り
両
参
事
が
股
肱
と
な
り
て
鎮
撫
隊
を
募
り
、
其
糧
杖
の
事
を
斡
旋
し
、
兼
て
各
地
を
奔
走
し
て
鎮
圧
の
事
に
従
ひ
、
始
よ

り
断
然
砲
撃
し
て
瞬
間
に
鎮
圧
す
べ
し
と
の
所
論
な
り
し
も
用
ゐ
ら
れ
ず
。
果
し
て
各
地
の
防
禦
其
宜
を
失
ひ
、
士
族
隊
の
駈
引
も
意
の
如
く
な

ら
ず
し
て
、
乱
勢
進
ん
で
博
多
へ
乱
入
す
べ
き
勢
あ
る
を
見
て
慨
歎
に
耐
へ
ず
。
進
ん
で
箱
崎
第
三
大
区
調
所
に
抵
り
、
久
野
区
長
に
対
談
し
、

乱
勢
蔓
延
、
最
早
断
然
兵
力
を
以
て
鎮
圧
す
る
の
外
な
き
を
悟
り
、
急
車
を
飛
せ
県
庁
に
還
り
、
水
野
参
事
に
迫
り
て
曰
く
。

　　
乱
勢
は
既
に
箱
崎
口
よ
り
乱
入
し
、二
股
瀬
も
保
つ
可
か
ら
ず
。
看
す
看
す
博
多
へ
闖
入
し
我
県
庁
を
蹂
躪
す
べ
き
勢
ひ
な
り
。
事
爰
に
至
れ
り
。

拙
者
は
断
然
一
死
を
決
す
る
の
覚
悟
な
り
。
此
上
は
貴
官
も
其
意
を
決
し
、断
然
臨
機
の
処
置
を
取
り
、鎮
撫
の
各
隊
を
し
て
均
し
く
発
砲
せ
し
め
、

乱
勢
の
博
多
へ
入
ら
ざ
る
に
逮
（
お
よ
）
び
、
事
を
瞬
間
に
決
せ
ら
る
べ
し
と
て
其
砲
撃
の
指
揮
を
乞
ふ
。

　　
水
野
参
事
曰
く
。
発
砲
の
こ
と
は
一
に
中
村
用
六
に
委
任
せ
り
。
宜
し
く
同
人
へ
謀
る
べ
し
。
時
枝
は
押
返
へ
し
、
彼
是
時
間
を
費
す
時
は
早

や
乱
勢
は
博
多
へ
打
入
る
べ
し
。
是
非
貴
官
が
特
許
を
得
ん
と
て
卓
を
拍
（
た
た
い
）
て
其
指
揮
状
を
請
求
す
。

　
水
野
参
事
も
時
枝
が
意
気
、
既
に
死
を
決
し
其
談
判
の
尋
常
な
ら
ざ
る
を
見
、
一
葉
の
奉
書
紙
を
披
（
ひ
ろ
）
げ
、
自
か
ら
筆
を
援
（
ひ
）
き

発
砲
の
命
令
状
を
作
り
、
捺
印
し
て
時
枝
権
典
事
へ
授
く
。
其
文
に
曰
く
、

　
乱
勢
益
々
狂
暴
を
逞
く
し
、
各
地
出
張
官
の
説
諭
を
も
聞
入
ず
。
北
は
箱
崎
、
南
は
二
股
瀬
以
内
に
乱
入
し
、
猶
も
強
訴
乱
暴
せ
ん
と
す
る
の
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場
合
に
際
し
て
は
、
万
已
む
を
得
ず
、
臨
機
の
手
段
を
以
て
鎮
撫
の
兵
隊
と
協
議
し
、
発
砲
せ
し
め
、
兵
威
を
以
て
鎮
圧
す
る
も
苦
し
か
ら
ず
。

依
て
命
令
如
件
（
く
だ
ん
の
ご
と
し
）。

　
　
但
、
相
用
【
成
ヵ
】
丈
空
放
に
し
て
全
く
之
を
威
（
お
ど
）
す
に
止
め
、
実
弾
を
不
装
様
注
意
可
致
事

　
　
明
治
六
年
六
月
廿
日 

水
野
参
事
㊞

　
　
時
枝
権
典
事
殿

　　
時
枝
権
典
事
は
水
野
参
事
よ
り
軍
令
状
を
請
取
り
、断
然
砲
撃
し
て
一
揆
勢
の
胆
を
奪
は
ん
も
の
と
て
博
多
西
門
口
（
さ
い
も
ん
ぐ
ち
）
に
至
り
、

二
川
権
大
属
等
に
遇
ふ
て
其
事
を
謀
り
つ
ゝ
、
西
門
橋
を
渡
り
妙
見
松
原
近
く
馳
せ
至
り
し
に
、
其
地
方
に
は
岡
部
覚
が
率
る
百
余
名
の
士
族
隊
、

整
列
し
て
防
禦
し
つ
ゝ
あ
り
。

　　
壮
士
は
簇
（
む
ら
が
）
り
来
る
乱
勢
に
分
け
入
り
、専
ら
説
諭
の
際
な
り
し
が
、一
群
の
乱
勢
は
喚
（
お
め
）
き
叫
ん
で
狂
奔
し
、竹
槍
振
翳
（
か

ざ
）
し
鯨
波
（
と
き
）
を
作
り
颯
と
押
来
る
途
端
に
、
一
人
の
士
族
引
後
（
お
く
）
れ
果
敢
（
あ
え
）
な
く
乱
槍
の
下
に
衝
き
斃
さ
る
。
此
れ
那

珂
郡
平
尾
村
柴
田
某
な
り
し
。
此
方
に
控
へ
し
士
族
隊
も
引
色
（
ひ
き
い
ろ
）
に
て
ハ
ッ
ト
後
に
排
（
ひ
ら
）
き
退
却
せ
ん
と
す
る
に
ぞ
。

　　
時
枝
は
此
体
を
見
、最
早
此
迄
な
り
と
て
、自
か
ら
揮
（
ふ
る
）
っ
て
其
辺
に
在
り
し
一
隊
の
兵
士
を
指
揮
し
、一
斎
に
発
砲
せ
し
む
る
と
同
時
に
、

数
十
の
壮
士
は
抜
剣
し
て
烟
の
中
を
く
ぐ
り
て
進
む
。
砲
声
轟
々
、
剣
光
閃
々
、
数
万
の
乱
勢
は
其
不
意
を
撃
た
れ
、
恰
も
蜘
く
も
の
子
を
散
す

が
如
く
崩
れ
立
ち
、
踏
僵
ふ
み
た
お
さ
れ
蹴
倒
さ
れ
、
将
棋
倒
し
に
逐
ひ
ま
く
ら
れ
、
為
め
に
負
傷
せ
し
も
の
極
め
て
多
く
、
道
途
に
打
棄
た
る

竹
槍
は
簀
の
如
く
積
み
重
ね
て
丘
陵
を
な
せ
り
。

　　
此
の
騒
ぎ
に
粕
屋
郡
萩
尾
、
酒
殿
（
さ
か
ど
）、
新
長
者
原
（
し
ん
ち
ょ
う
じ
ゃ
ば
る
）
辺
の
者
五
六
名
撃
ち
倒
さ
れ
た
り
。
逃
る
乱
勢
は
負
傷

者
を
肩
に
掛
け
、
呼
ん
で
曰
く
。
士
族
が
斯
く
せ
り
、
官
員
が
か
う
せ
り
と
て
、
群
中
を
怒
鳴
廻
り
、
一
層
憤
激
の
色
を
加
へ
た
り
。
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此
よ
り
少
し
く
前
に
方
（
あ
た
）
り
、
三
木
史
生
（
正
）
は
い
か
な
る
風
説
を
聞
て
の
事
な
る
や
、
西
門
橋
防
禦
の
一
隊
に
告
ら
く
。
妙
見
口

に
群
集
せ
し
乱
勢
の
内
へ
巨
魁
あ
り
て
、
頬
を
包
み
長
剱
を
帯
、
長
槍
を
携
へ
し
も
の
あ
り
。
孰
（
た
れ
）
ぞ
件
（
く
だ
ん
）
の
者
を
生
捕
に
す

べ
き
や
と
の
詞
に
、
其
場
に
在
り
し
岡
部
覚
、
吉
留
桂
、
岡
沢
三
中
等
は
議
し
て
曰
く
。

　
我
々
姿
を
窶
（
や
つ
）
し
、
乱
群
に
混
入
し
件
の
巨
魁
に
近
附
き
討
果
す
べ
し
と
て
、
各
一
刀
を
懐
に
し
、
深
く
頬
を
包
み
、
尻
引
（
か
ら
）

げ
て
西
門
口
を
出
で
、
妙
見
松
原
に
至
り
し
に
、
山
の
神
の
前
に
於
て
守
田
雪
乎
（
ゆ
き
を
）（
第
十
三
大
区
区
長
）
の
説
諭
せ
る
に
遭
遇
す
。
件

の
巨
魁
ら
し
き
者
は
那
辺
（
い
ず
こ
）
に
あ
る
や
と
問
ふ
に
、
彼
に
在
り
と
て
招
魂
社
の
傍
な
る
一
群
の
勢
を
指
示
す
。

　　
岡
部
等
は
抜
足
差
足
潜
み
て
其
場
に
抵
（
い
た
）
り
し
に
、
何
ぞ
図
ら
ん
、
巨
魁
と
目
差
せ
し
は
其
旧
知
た
る
粕
屋
郡
上
須
恵
村
士
族
梶
川
競

に
て
あ
り
し
。
競
も
亦
た
姿
を
乱
徒
に
擬
し
て
説
諭
し
、
暴
行
を
宥
め
し
も
の
に
て
あ
り
し
。

　
岡
部
等
は
前
の
始
末
を
物
語
り
、
互
に
一
笑
し
、
相
伴
ひ
て
爰
彼
処
（
こ
こ
か
し
こ
）
に
立
入
り
、
説
得
と
鎮
撫
を
な
し
、
彼
是
時
間
を
送
る

こ
と
二
時
間
計
り
、
曩
に
同
行
せ
し
岡
部
、
吉
留
等
は
何
時
し
か
其
姿
を
見
失
ひ
、
幾
何
（
い
く
ば
く
）
も
な
く
し
て
遽
然
銃
声
起
り
、
数
万
の

乱
勢
喚
き
叫
ん
で
崩
れ
立
ち
て
、
一
波
瀾
を
起
す
に
及
び
し
な
り
と
。

【
現
代
訳
】

△
時
枝
権
典
事
、
一
揆
勢
を
砲
撃
す
る

　
時
枝
権
典
事
は
旧
福
岡
藩
士
で
文
武
に
秀
で
て
い
た
。
特
に
会
計
に
明
る
く
、
乱
れ
に
乱
れ
た
旧
藩
の
会
計
整
理
に
貢
献
し
た
。
そ
の
業
績
が

評
価
さ
れ
、
地
方
政
府
の
役
人
で
あ
る
権
典
事
と
し
て
会
計
事
務
を
担
当
。
旧
藩
士
の
中
で
も
抜
き
ん
で
た
人
物
で
あ
っ
た
。
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新
政
府
に
反
抗
し
た
一
揆
勢
が
蜂
起
し
た
時
に
は
、
地
方
政
府
の
役
人
で
あ
る
両
参
事
に
従
い
、
鎮
圧
部
隊
を
募
り
、
食
糧
武
器
を
調
達
し
、

各
地
を
駆
け
廻
り
一
揆
勢
の
鎮
圧
に
あ
た
っ
た
。
当
初
よ
り
断
固
砲
撃
し
て
速
や
か
に
鎮
圧
す
べ
き
と
の
考
え
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
採
用
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
各
地
で
は
防
御
陣
地
を
失
い
、
政
府
側
の
士
族
隊
の
作
戦
も
思
う
よ
う
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
一
揆
勢
は
進
出
し
て
博

多
に
乱
入
す
る
勢
い
と
な
り
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
見
て
強
い
憤
り
耐
え
ら
れ
ず
、
時
枝
権
典
事
は
箱
崎
第
三
大
区
庁
舎

に
お
い
て
久
野
区
長
と
戦
況
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
一
揆
勢
の
勢
力
拡
大
に
対
し
、
も
は
や
断
固
兵
力
を
持
っ
て
鎮
圧
す
る
ほ
か
無
い
と
、
急
遽

県
庁
に
帰
り
、
水
野
参
事
に
次
の
よ
う
に
詰
め
寄
り
言
っ
た
。

　
一
揆
勢
は
既
に
箱
崎
口
よ
り
乱
入
し
、二
股
瀬
（
山
口
県
萩
市
の
離
島
）
の
防
御
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
み
す
み
す
博
多
へ
乱
入
を
許
し
、

県
庁
も
陥
れ
る
勢
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
れ
ば
時
枝
権
典
事
も
断
固
死
ぬ
覚
悟
を
し
た
。
こ
の
う
え
水
野
参
事
も
死
を
覚
悟
し
て
断
固
臨
機
応
変

な
処
置
を
し
、
す
べ
て
の
鎮
圧
部
隊
の
各
隊
全
員
に
射
撃
を
さ
せ
て
、
一
揆
勢
の
博
多
乱
入
を
阻
止
す
る
こ
と
を
速
や
か
に
決
断
し
て
下
さ
い
。

　
水
野
参
事
は
、
発
砲
の
事
は
中
村
用
六
氏
に
任
せ
て
い
る
た
め
、
時
枝
権
典
事
に
は
中
村
氏
と
協
議
し
て
欲
し
い
と
言
う
。
時
枝
権
典
事
は
水

野
参
事
の
そ
の
回
答
に
対
し
、
い
た
ず
ら
に
時
間
を
費
や
せ
ば
一
揆
勢
は
博
多
に
乱
入
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
是
非
、
水
野
参
事
が
発
砲
の

許
可
を
出
し
て
得
て
欲
し
い
と
テ
ー
ブ
ル
を
叩
い
て
命
令
状
を
請
求
し
た
。

　
水
野
参
事
も
時
枝
権
典
事
の
決
意
は
、
既
に
死
を
決
し
て
お
り
そ
の
談
判
は
尋
常
で
は
無
い
こ
と
を
知
り
、
奉
書
紙
（
公
文
書
を
書
く
紙
）
に

水
野
参
事
自
ら
発
砲
命
令
状
を
書
き
、
捺
印
し
時
枝
権
典
事
へ
授
け
た
。
そ
の
文
に
書
か
れ
て
い
た
事
は
、

　
一
揆
勢
ま
す
ま
す
荒
れ
狂
い
、
各
地
の
出
張
官
の
説
得
に
も
応
ぜ
ず
。
北
は
箱
崎
、
南
は
二
股
瀬
以
内
に
も
乱
入
し
、
な
お
、
と
ん
で
も
な
い

要
求
を
し
、
激
し
く
暴
れ
る
場
合
に
至
れ
ば
、
や
む
を
得
ず
非
常
手
段
で
鎮
圧
の
兵
隊
と
協
議
し
て
発
砲
し
て
、
軍
隊
の
威
力
を
以
っ
て
鎮
圧
せ
よ
。

　
た
だ
し
、
発
砲
は
空
砲
に
し
て
一
揆
勢
力
を
脅
す
に
と
ど
め
、
実
弾
は
鉄
砲
に
込
め
無
い
よ
う
注
意
せ
よ
。

　
　
　
明
治
六
年
六
月
二
〇
日
水
野
参
事
㊞
　
　

　
時
枝
権
典
事
殿



―18―

　
時
枝
権
典
事
は
水
野
参
事
よ
り
命
令
状
を
受
け
取
り
、
断
固
砲
撃
し
て
一
揆
勢
の
意
気
を
砕
こ
う
と
博
多
西
門
口
に
到
着
す
る
。
二
川
権
大
属

等
と
合
流
し
て
作
戦
を
練
り
つ
つ
、
西
門
橋
を
渡
り
妙
見
松
原
近
く
に
進
出
し
た
。
そ
の
地
域
に
は
岡
部
覚
氏
が
率
い
る
百
名
の
士
族
隊
が
隊
列

を
組
み
、
防
御
し
て
い
た
。

　
そ
の
士
族
の
一
人
は
群
が
っ
て
来
る
一
揆
勢
に
分
け
入
り
、
説
得
に
当
た
っ
た
が
、
一
揆
勢
の
一
部
隊
は
狂
乱
状
態
で
竹
や
り
を
振
り
か
ざ
し
、

荒
れ
狂
い
鬨
の
声
（
戦
場
で
の
声
）
を
挙
げ
迫
っ
て
く
る
。
そ
の
一
人
の
士
族
は
退
却
が
遅
れ
、
果
敢
に
戦
う
が
あ
え
な
く
竹
や
り
に
突
か
れ
死

ん
で
し
ま
う
。
こ
の
人
は
那
珂
郡
平
尾
村
柴
田
氏
で
あ
る
。
そ
こ
に
待
機
し
て
い
た
士
族
隊
も
怖
気
づ
き
、
退
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
時
枝
権
典
事
は
こ
の
状
態
を
見
て
、
も
う
こ
れ
ま
で
と
判
断
し
、
時
枝
権
典
事
は
そ
の
辺
に
い
た
一
隊
の
兵
士
を
指
揮
し
て
一
斉
に
発
砲
す
る

と
同
時
に
、
数
十
人
の
士
族
隊
は
刀
を
抜
き
、
煙
の
中
を
進
ん
で
い
っ
た
。
砲
声
が
轟
き
、
剣
が
ピ
カ
ピ
カ
光
り
、
数
万
の
一
揆
勢
は
不
意
を
撃

た
れ
蜘
蛛
の
子
を
散
ら
す
か
の
ご
と
く
崩
れ
て
、
踏
み
倒
さ
れ
蹴
倒
さ
れ
、
将
棋
倒
し
に
な
り
、
追
い
ま
く
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
負
傷
す
る
も
の

が
極
め
て
多
く
な
り
、
道
端
に
捨
て
ら
れ
た
竹
や
り
が
簀
の
子
の
よ
う
に
積
み
重
さ
な
り
、
ま
る
で
丘
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
。

　
こ
の
騒
ぎ
で
粕
屋
郡
萩
尾
、
酒
殿
、
新
長
者
原
の
辺
た
り
の
者
五
～
六
名
が
打
ち
倒
さ
れ
た
。
逃
げ
る
一
揆
勢
は
負
傷
者
を
肩
に
掛
け
な
が
ら
、

士
族
、
官
員
が
こ
の
様
に
し
た
、
村
中
に
怒
鳴
り
ま
わ
り
益
々
憤
激
し
た
。

　
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
三
木
史
生
（
正
）
氏
は
こ
の
様
な
風
説
を
聞
き
、
西
門
橋
防
御
の
一
隊
に
告
げ
た
。
妙
見
口
に
群
集
す
る
一
揆
勢
の
中

に
巨
魁
が
お
り
、
顔
を
隠
し
長
剣
を
腰
に
帯
び
長
槍
を
持
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
誰
か
そ
の
者
を
生
け
捕
り
に
し
ろ
と
の
言
葉
に
、
そ
の
場
に
い

た
岡
部
覚
、
吉
留
桂
、
岡
沢
三
中
等
は
相
談
し
て
言
っ
た
。

　
岡
部
等
は
姿
を
変
え
て
一
揆
勢
に
混
じ
り
、
こ
の
巨
魁
に
近
づ
き
殺
そ
う
と
し
た
。
皆
あ
い
口
を
懐
に
入
れ
、
顔
を
厳
重
に
隠
し
て
着
物
の
尻

を
か
ら
げ
て
捲
り
上
げ
て
西
門
口
を
出
て
、
そ
し
て
妙
見
松
原
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
山
の
神
の
前
で
守
田
雪
平
（
第
十
三
大
区
区
長
）
が
群
衆
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を
説
得
し
て
い
る
場
面
に
遭
遇
す
る
。
あ
の
巨
魁
ら
し
き
者
は
い
ず
こ
に
居
ま
す
か
と
の
問
い
に
、
彼
の
居
場
所
は
招
魂
社
の
そ
ば
の
群
集
の
中

に
い
る
と
指
し
た
。

　
岡
部
等
は
抜
き
足
差
し
足
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
音
を
立
て
ず
に
隠
れ
て
そ
の
場
に
至
る
も
、
何
の
こ
と
は
な
い
巨
魁
と
目
指
し
て
い
た
の
は
旧

知
の
粕
屋
郡
上
須
恵
村
士
族
梶
川
競
氏
で
あ
り
、
競
氏
も
一
揆
勢
の
格
好
を
し
て
説
得
し
暴
挙
を
諫
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
岡
部
等
は
前
の
出
来
事
を
話
し
、
お
互
い
に
笑
い
皆
で
あ
ち
こ
ち
の
立
ち
入
り
、
競
氏
と
岡
部
等
は
戦
い
を
止
め
る
よ
う
説
得
を
二
時
間
ほ
ど

行
っ
た
。
同
行
し
た
岡
部
、
吉
留
等
は
い
つ
の
間
に
か
姿
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
間
も
な
く
突
然
銃
声
が
起
こ
り
、
数
万
の
一
揆
勢
大
声
で
叫
び

軍
勢
が
崩
れ
て
逃
げ
出
し
た
。
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【
史
料
三
】
近
代
日
本
の
社
会
史
的
分
析
―
天
皇
制
下
の
部
落
問
題
―
「
復
権
同
盟
と
部
落
解
放
の
課
題
」（
編
集
・
出
版
／
部
落
問
題
研
究
会　

一
九
九
〇
年
一
月
）

　　

同
論
文
一
七
四
頁
（
本
書
二
四
頁
）
に
雪
乎
氏
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
明
治
六
年
十
一
月
に
雪
乎
氏
が
第
十
三
大
区
十
六
小
区
（
堀
口
村
）
の
戸
長
と
し
て
「
家
床
地
願
」

を
再
び
県
庁
へ
提
出
し
た
際
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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【
史
料
四
】
近
代
部
落
史
資
料
集
成　

第
二
巻　
「
解
放
令
」
反
対
一
揆
（
監
修
／
原
田
伴
彦
・
渡
部
徹
・
秋
定
嘉
和　

出
版
／
三
一
書
房　

一
九
八
五
年
三
月
）

　

こ
ち
ら
は
、
前
出
の
論
文
で
記
さ
れ
て
い
る
雪
乎
氏
が
戸
長
の
立
場
で
県
庁
に
再
提
出
し
た
実
際
の
書
面
の
内
容
を
示
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
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【
史
料
五
】
詳
説
福
岡
県
議
会
史　

明
治
編
上
巻
（
編
集
／
福
岡
県
議
会
事
務
局　

出
版
／
福
岡
県
議
会　

一
九
五
二
年
七
月
三
一
日
）

　

雪
乎
氏
が
三
十
代
半
ば
に
福
岡
県
議
員
に
出
馬
し
、
第
八
大
区
の
議
員
の
一
人
と
し
て
選
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
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【
史
料
六
】
水
野
疎
梅
と
福
岡
の
碑
誌
（
著
者
／
横
田
恭
三　

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要　

第
三
六
号　

二
〇
〇
三
年
三
月
十
五
日
）

　

水
野
疎
梅(

一
八
六
四
〜
一
九
二
一)

の
名
は
元
直
、
字
は
簡
卿
、
疎
梅
と
号
し
た
。
疎
梅
は
明
治
四
四
年(

一
九
一
一)

辛
亥
革
命
勃
発
の
さ
な
か
、
上
海
に
難
を
逃
れ
て
い
た

楊
守
敬
に
四
ヶ
月
間
、
師
事
し
、『
学
書
邇
言
』
と
『
隣
蘇
老
人
年
譜
』
の
二
稿
本
を
筆
写
し
た
も
の
を
持
ち
帰
っ
た
。
楊
守
敬
亡
き
後
、
呉
昌
碩
・
王
一
亭
ら
と
詩
・
書
・
画
を

通
じ
た
交
流
を
重
ね
た
こ
と
が
、
彼
の
遺
編
『
疎
梅
詩
存
』
や
呉
昌
碩
『
缶
廬
集
』
な
ど
か
ら
窺
え
る
。

　

疎
梅
の
日
本
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
誌
の
記
録
に
よ
っ
て
、
疎
梅
の
出
身
地
で
あ
る

福
岡
県
内
に
は
、
彼
の
撰
文
に
な
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
撰
文
と
揮
毫
の
両
方
を
手
掛
け
た
碑
誌
が
五
基
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
調
査
の
結
果
、
五
基
中
四
基
が
現

存
し
て
い
た
。
書
体
は
い
ず
れ
も
楷
書
で
あ
る
が
、
そ
の
書
風
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
楊
守
敬
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
史
料
は
、
実
地
調
査

で
き
た
碑
文
と
『
福
岡
県
碑
誌
』
と
を
対
照
し
な
が
ら
、
疎
梅
が
関
係
し
た
経
緯
な
ど
を
探
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
碑
誌
に
刻
ま
れ
た
疎
梅
の
書
風
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
考
察
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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【
史
料
七
】
福
岡
県
碑
誌　

筑
前
之
部
（
著
者
／
荒
井
周
夫　

出
版
／
大
道
学
館
出
版
部　

一
九
二
九
年
）

　

同
史
料
は
前
出
の
史
料
の
中
で
参
考
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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【
史
料
八
】
南
区
ふ
る
さ
と
（
編
集
・
出
版
／
福
岡
市
南
区
民
俗
文
化
財
保
存
会　

一
九
九
二
年
十
月
十
六
日
）

　

ま
た
本
史
料
に
お
い
て
も
、
雪
乎
氏
な
ら
び
に
夫
人
の
記
念
碑
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
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【
史
料
九
】
記
念
碑
写
真　
　
　
　

（右）守田雪乎碑（1907 年 10 月 24 日歿）　建碑／ 1908 年 11 月

（左）守田政子碑（1919 年  ５月 27 日歿）　建碑／ 1922 年 11 月

　守田雪乎並びに政子の碑は、当初、福岡市塩原地区に建碑されていたが、２度の移転を経て、令和

２年３月現在、福岡市南区大橋１丁目 195 番地に置かれている。



―59―

守田雪乎碑（正面）　1907 年 10 月 24 日歿　　建碑／ 1908 年 11 月
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守田政子碑（正面）　1919 年５月 27 日歿　　建碑／ 1922 年 11 月
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守田雪乎碑（背面）

守田政子碑（背面）
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【
史
料
十
】
守
田
雪
乎
氏
が
亡
く
な
っ
た
当
日
の
福
岡
日
日
新
聞
（
現
在
の
西
日
本
新
聞
）
の
一
面
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【
史
料
十
一
】
守
田
家
の
家
系
図



―67―



―68―

【
史
料
十
二
】
守
田
雪
乎
氏
年
表

【
年
齢
】

【
年
月
日
】　
　
　
　
　
　

【
補
足
】　
　
　
　

〇
歳

江
戸
赤
坂
溜
池
に
て
生
ま
れ

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
一
月
二
三
日

父
：
讃
井
久
　
母
：
讃
井
家

満
十
八
歳

守
田
稱
左
衛
門
の
養
子
と
な
る

蔓
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
五
月

　
　
－

福
岡
藩
分
限
帳
集
成

明
治
初
年

史
料
一

満
三
一
歳

竹
槍
日
記

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
二
日

史
料
二

満
三
一
歳

近
代
日
本
の
社
会
史
的
分
析

　
　
　
　
天
皇
制
下
の
部
落
問
題

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
一
月

史
料
三
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満
三
一
歳

近
代
部
落
史
資
料
集
成
　
第
二
巻

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
一
月

史
料
四

満
三
五
歳

詳
説
福
岡
県
議
会
史
　
明
治
編
上
巻

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
六
月
以
後
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
カ
月
後

史
料
五

満
四
二
歳

公
職
を
辞
す
る

明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
六
月

満
六
五
歳

ご
逝
去

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
十
月
二
四
日



守
田
雪
乎
　
記
念
碑
誌

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
年
）
三
月
　
第
一
刷
発
行

発
行
者
　
久
我
文
子
（
旧
姓 

守
田
）

表
紙
デ
ザ
イ
ン
　
久
我
朋
子

編
者
　
株
式
会
社
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ブ
ル
ー


